
春日部市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地  

域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例              

春日部市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例（平成２４年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正後の欄の項（以下「改正後の項」という。）に対応する改正前の欄の

項が存在しない場合にあっては、当該改正後の項を加える。 

(2) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（従業者の員数） （従業者の員数） 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介

護（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホー

ム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条

の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以

下同じ。）、同法第20条の４に規定する養護老

人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、

介護医療院、社会福祉施設又は特定施設に併設

されていない事業所において行われる指定介護

予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。））

の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症

対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設

されている事業所において行われる指定介護予

防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）

の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」

という。）ごとに置くべき従業者の員数は、次

のとおりとする。 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介

護（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホー

ム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条

の５に規定する特別養護老人ホームをいう。以

下同じ。）、同法第20条の４に規定する養護老

人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、

社会福祉施設又は特定施設に併設されていない

事業所において行われる指定介護予防認知症対

応型通所介護をいう。以下同じ。））の事業を

行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通

所介護（特別養護老人ホーム等に併設されてい

る事業所において行われる指定介護予防認知症

対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業を

行う者（以下「単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「単独型・併設型指定

介護予防認知症対応型通所介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき従業者の員数は、次のと

おりとする。 

（利用定員等） （利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所の利用定員（当該共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所において同時に共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

を受けることができる利用者の数の上限をい

う。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業

所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所の利用定員（当該共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所において同時に共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供

を受けることができる利用者の数の上限をい

う。）は、指定認知症対応型共同生活介護事業

所又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護



事業所においては共同生活住居（法第８条第20

項又は法第８条の２第15項に規定する共同生活

を営むべき住居をいう。）ごとに、指定地域密

着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉

施設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設（指定地域密着型サービス基準条例第178条

に規定するユニット型指定地域密着型介護老人

福祉施設をいう。以下この項において同じ。）

を除く。）においては施設ごとに１日当たり３

人以下とし、ユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施設の入居

者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型

通所介護の利用者の数の合計が１日当たり12人

以下となる数とする。

事業所においては共同生活住居（法第８条第20

項又は法第８条の２第15項に規定する共同生活

を営むべき住居をいう。）ごとに、指定地域密

着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉

施設においては施設ごとに１日当たり３人以下

とする。

（従業者の員数等） （従業者の員数等） 

第44条  第44条  

６ ６ 

当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かが併設され

ている場合 

指定認知症対

応型共同生活

介護事業所、

指定地域密着

型特定施設、

指定地域密着

型介護老人福

祉施設、指定

介護療養型医

療施設（医療

法（昭和23年

法律第205号）

第７条第２項

第４号に規定

する療養病床

を有する診療

所であるもの

に限る。）又

は介護医療院

介護職員 当該指定介護

予防小規模多

機能型居宅介

護事業所に中

欄に掲げる施

設等のいずれ

かが併設され

ている場合 

指定認知症対

応型共同生活

介護事業所、

指定地域密着

型特定施設、

指定地域密着

型介護老人福

祉施設又は指

定介護療養型

医療施設（医

療法（昭和23

年法律第205

号）第７条第

２項第４号に

規定する療養

病床を有する

診療所である

ものに限る。）

介護職員 

（管理者） （管理者） 

第45条  第45条  

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター（老人福祉法第20条の

２の２に規定する老人デイサービスセンターを

いう。以下同じ。）、介護老人保健施設、介護

医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定複合型サービス事業所（指定地域密着型サ

３ 前２項の管理者は、特別養護老人ホーム、老

人デイサービスセンター（老人福祉法第20条の

２の２に規定する老人デイサービスセンターを

いう。以下同じ。）、介護老人保健施設、指定

認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型

サービス事業所（指定地域密着型サービス基準



ービス基準条例第193条に規定する指定複合型

サービス事業所をいう。次条において同じ。）、

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等

の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法

第８条第２項に規定する政令で定める者をい

う。次条、第72条第２項及び第73条において同

じ。）として３年以上認知症である者の介護に

従事した経験を有する者であって、別に厚生労

働大臣が定める研修を修了しているものでなけ

ればならない。 

条例第193条に規定する指定複合型サービス事

業所をいう。次条において同じ。）、指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者

又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第

２項に規定する政令で定める者をいう。次条、

第72条第２項及び第73条において同じ。）とし

て３年以上認知症である者の介護に従事した経

験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定

める研修を修了しているものでなければならな

い。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

の代表者） 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

の代表者） 

第46条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、介護

医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定複合型サービス事業所、指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは

訪問介護員等として認知症である者の介護に従

事した経験を有する者又は保健医療サービス若

しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有

する者であって、別に厚生労働大臣が定める研

修を修了しているものでなければならない。 

第46条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、介護老人保健施設、指定

認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型

サービス事業所、指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員

等として認知症である者の介護に従事した経験

を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉

サービスの経営に携わった経験を有する者であ

って、別に厚生労働大臣が定める研修を修了し

ているものでなければならない。 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第60条  第60条  

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

は、サービスの提供体制の確保、夜間における

緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の

連携及び支援の体制を整えなければならない。

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

は、サービスの提供体制の確保、夜間における

緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介

護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援

の体制を整えなければならない。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体

的取扱方針） 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体

的取扱方針） 

第67条 第67条 

(２) 介護支援専門員は、前号に規定する利用

者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ

て、指定介護予防支援等基準条例第32条各号

に掲げる具体的取扱方針及び指定介護予防支

援等基準条例第33条各号に掲げる留意点に沿

って、指定介護予防サービス等の利用に係る

計画を作成するものとする。 

 (２) 介護支援専門員は、前号に規定する利用

者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ

て、指定介護予防支援等基準条例第32条各号

に掲げる具体的取組方針及び指定介護予防支

援等基準条例第33条各号に掲げる留意点に沿

って、指定介護予防サービス等の利用に係る

計画を作成するものとする。 

（管理者） （管理者） 

第72条  第72条  

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予

防認知症対応型共同生活介護を提供するために

必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホー

２ 共同生活住居の管理者は、適切な指定介護予

防認知症対応型共同生活介護を提供するために

必要な知識及び経験を有し、特別養護老人ホー



ム、老人デイサービスセンター、介護老人保健

施設、介護医療院、指定認知症対応型共同生活

介護事業所等の従業者又は訪問介護員等とし

て、３年以上認知症である者の介護に従事した

経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が

定める研修を修了しているものでなければなら

ない。 

ム、老人デイサービスセンター、介護老人保健

施設、指定認知症対応型共同生活介護事業所等

の従業者又は訪問介護員等として、３年以上認

知症である者の介護に従事した経験を有する者

であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修

了しているものでなければならない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者の代表者） 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者の代表者） 

第73条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター、介護老人保健施設、介

護医療院、指定認知症対応型共同生活介護事業

所等の従業者若しくは訪問介護員等として、認

知症である者の介護に従事した経験を有する者

又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの

提供を行う事業の経営に携わった経験を有する

者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を

修了しているものでなければならない。 

第73条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人

デイサービスセンター、介護老人保健施設、指

定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者

若しくは訪問介護員等として、認知症である者

の介護に従事した経験を有する者又は保健医療

サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事

業の経営に携わった経験を有する者であって、

別に厚生労働大臣が定める研修を修了している

ものでなければならない。 

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止） 

第78条  第78条  

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

(１) 身体的拘束等の適正化のための対策を検

討する委員会を３月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護従業者その他

の従業者に周知徹底を図ること。 

(２) 身体的拘束等の適正化のための指針を整

備すること。 

(３) 介護従業者その他の従業者に対し、身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 

（協力医療機関等） （協力医療機関等） 

第83条  第83条  

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者は、サービスの提供体制の確保、夜間におけ

る緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間

の連携及び支援の体制を整えなければならな

い。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者は、サービスの提供体制の確保、夜間におけ

る緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支

援の体制を整えなければならない。 

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。


